地　質　調　査　特　記　仕　様　書

１．総則

本工事の実施にあたり、受注者が地質調査を必要と認める場合は、本仕様書により行う。
受注者は作業を円滑に実行するために、監督職員と常に密接な連絡をとること。

２．調査概要

（１）調査内容

ａ）ボーリング

ｂ）標準貫入試験

ｃ）試料採取

ｄ）簡易粒度試験（土の細粒分含有率試験）
３．ボーリング

（１）位置は受注者が定める位置による。

（２）想定本数及び想定深さ

　　    　  ・　　20　ｍ　　2　箇所　　　　

（３）工法はロータリー式ボーリングとし、標準貫入試験、試料採取を行う。

（４）ボーリングの孔径はφ６６㎜以上とする。

（５）孔壁が崩壊する恐れのある場合は、ベントナイト安定液等により適切な保護養生をする。

（６）掘削中孔内に地下水が認められたときは、その深さを記録する。
（７）地層及び土質の観察は、相対密度、コンシステンシー、細粒土の割合、色、臭い、含有物等について地質構成を把握できる内容のものとする。
（８）ボーリング完了後は、必ず統括代理人の立会いのもとに検尺を行う。

４．標準貫入試験
　　標準貫入試験は、ＪＩＳ Ａ１２１９ によるほか次による。
　ａ）測定間隔は原則として地盤面より１ｍの深さから１ｍ間隔とする。

　ｂ）ハンマの打撃によって１５㎝の予備打ち、３０㎝の本打ちを行うが、本打ちにおいて1回の貫入量が２㎝以上となる場合は、約５㎝の後打ちを必ず行う。

　ｃ）本打ちの打撃回数は６０回を限度とする。

　ｄ）本打ち３０㎝貫入は、１０㎝毎に３回に分けて測定記録する。
ｅ）軟弱な地盤で打撃回数（Ｎ値）が少ない場合は、総貫入量を増やしてＮ値を記録する。

５．試験採取
（１）貫入試験によって得られる試料とする。
（２）試験標本は、原則として直径４５㎜程度、高さ９０㎜程度のプラスチック製容器に密封し、必要事項を記入したラベルを貼付し、層の順序に従って、蓋付木箱等に収納し提出する。

６．簡易粒度試験【『土の細粒分含有率試験』　(ＪＩＳＡ１２２３）】
（１）位置、箇所は監督職員と協議のうえ、決定する。（調査箇所は１箇所とする。）

（２）方法は｢土の細粒分含有率試験方法（ＪＩＳＡ１２２３）」による。

７．検尺

　堀進長の検尺は、調査目的を終了後、原則として統括代理人が立会のうえロッドを挿入した状況で残尺を確認後、ロッドの引き抜き確認を行う

９．電子成果品作成
　　電子成果品として、次の資料を報告書としてとりまとめ作成する。

ａ）調査事項目及び調査方法

ｂ）敷地の状況、調査位置、基準点と調査位置の地盤高さの高低関係

ｃ）基準点、掘削作業状況、検尺等の写真

ｄ）（表１）電子成果品作成業務
　
（表１）電子成果品作成業務　
	業　　務
	一般調査業務費
	解析等調査業務費

	既存資料の収集・
現地調査
	
	・関係文献等の収集と検討
・調査地周辺の現地踏査

	資料整理とりまとめ
	・ボーリング柱状図の作成
・試料の観察

	・各種計測結果の評価及び考察

・試料の観察

	断面図等の作成
	・土質又は地質断面図の作成


	・地層及び土性の判定

	総合解析とりまとめ
	
	・調査地周辺の地形、地質の検討

・地質調査結果に基づく土質定数の設定

・地盤の工学的性質の検討と支持地盤の設定
・地盤の透水性の検討

・調査結果に基づく基礎形式の検討

・設計、施工上の留意点の検討

・報告書の執筆




９．猛暑日
　本業務は、建設産業の働き方改革を推進し、労働環境の改善を図ることを目的として、
「猛暑日（WBGT３１以上）」の不稼働日数を見込んだ『猛暑日対象業務』である。
10．その他
（１）業務終了後は止水処理、穴埋めを行うこと。

（２）現場透水試験、孔内横方向積載試験、弾性波速度検層試験、地盤常時微動試験、土質試験等を行う場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢敷地調査共通仕様書（令和４年３月14日　国営整第151号）｣を適用する。

11．業務完了時の検査について
本業務完了時の検査は実施しない。
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